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●問い合わせ
　人権・同和対策課（☎85-7133） 　あなたは今、幸せですか。あなたの身近

な人たちは幸せですか。「誰からも差別さ
れることなく、自分らしく幸せに生きるこ
と」。実はこれは、人権が保障されている
かどうかという重要な人権問題と関係して
います。幸せでありたい、また、身近な人
が幸せであってほしい、そう願い行動する
ことが、人権問題について考え、向き合う
ことの第一歩になるのです。
　人権とは何なのかと考えると、とても難
しく思うかも知れません。言葉で説明する
と「人種、皮膚の色、性別、言語、宗教な

どに関係なく、生まれながらに自由で平等
であることが保障されている権利」ですが、
言い換えると「すべての人が人間らしく幸
せに生きる権利」と言えます。
　では、質問を少し変えます。あなたは自
分を大切にできていますか。自分を大切に
することは、周りの人たちを大切にするこ
とに繋がります。この繋がりが広がれば、
きっとすべての人が人間らしく幸せに生き
ることができるでしょう。人権を大切にす
るために、自分自身を大切にすることから
始めてみませんか。
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あなたは今、幸せですか？

つな

消費生活相談窓口に相談してください
悪質商法、不当請求、商品やサービスのトラブルを解決するため、専門の相談員が
支援します。困ったとき、おかしいと思ったときは、気軽に相談してください。

通信販売トラブル
　テレビショッピングで「返品可
能」と言っていたので、電気マッサ
ージ機を購入した。しかし、使って
みたら思っていたものと違うので返
品を申し出たが「通電しているもの
は返品できない」と断られた。

アドバイス
　「返品可能」と紹介されていても
「未開封・未通電に限る」などさま
ざまな条件が付いていることがあり
ます。テレビやインターネットなど
の通信販売では、クーリング・オフ
はありません。事業者が返品の条件
を示している場合は、それに従うこ
とになります。購入時に返品条件を
よく確認しましょう。テレビやイン
ターネットなどの通信販売で購入し
た商品が定期購入だったというケー
スもあります。注文するときは「定
期購入」になっていないか、よく確
認しましょう。

訪問購入（押し買い）トラブル
　「古着などの不要なものはありま
せんか」と電話があり、来訪を了承
したが、訪問した業者は名刺も渡さ
ず「貴金属はないか」としつこく要求。
親の形見の指輪を見せるとお金を渡
され、持ち帰られてしまった。

アドバイス
　訪問購入では、購入業者が突然自
宅を訪問し勧誘することや、当初の
話とは別の品物の売却を求めること
は禁止されています。購入業者から
必ず契約書面を受け取り、品物の種
類や買取金額、購入業者の名称、連
絡先を確認しましょう。
　契約書面を受けた日から８日間は
クーリング・オフできます。クーリ
ング・オフ期間内は、購入業者に対
して品物の引渡しを拒むことができ
るので、品物を手元に置いて、本当
に買い取ってもらうことが必要なの
か冷静に考えましょう。

田川市消費生活相談窓口
☎85-7127

（市役所１階⑰番窓口）
●相談日：平日８時30分～16時30分
※予約は不要ですが、相談対応中の場合は対応が終わ
るまで待ってもらうことになります。事前に電話連
絡があれば、すぐに案内できます。

市民ふれあい支援センター
☎85-7128

　不安定な収入、借金などの経済的な困りごとや、失
業、家庭での問題（ニート・引きこもりなど）など生
活上のさまざまな悩みを抱えている人を対象に、生活
の安定を目指すための相談・支援を行っています。ひ
とりで抱え込まず、まずは相談してください。

未成年者の課金トラブル
　自分が昔使っていたスマホを子ど
もに与えて遊ばせていたところ、キ
ャリア決済事業者から５万円を請求
された。古いスマホに残っていた決
済情報を使って子どもがオンライン
ゲームに課金していたようだ。

アドバイス
　子どもにスマホを利用させるとき
は、次の点に注意しましょう。
　キャリア決済やクレジットカード
の情報の管理を徹底しましょう。ま
た、子どもが予測できないパスワー
ドを設定しましょう。子どもが課金
してしまってもすぐ気付くことがで
きるように、保護者が普段使用して
いるアドレス宛に支払い完了メール
が届くようにしておきましょう。課
金や利用に制限をかけることができ
る「ペアレンタルコントロール機
能」を活用しましょう。

こんな相談が寄せられています
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